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Ⅰ．茨城県総合計画「いばらき未来共創プラン」 
 
 

１ 計画策定の趣旨  

本県は，平成23年に策定し，東日本大震災を受けて平成24年に改定した総合計画「い

きいき いばらき生活大県プラン」に基づき，東日本大震災からの復旧・復興や災害に

強い県土づくりに全力で取り組むとともに，「産業大県・生活大県づくり」を目指して，

広域交通ネットワークなどの県土の発展基盤の整備や企業誘致，中小企業の振興，最先

端の科学技術の拠点づくりなどによる地域経済の活性化と働く場の創出，さらには，医

療や福祉，教育など身近な生活環境の整備，人づくりやスポーツ・文化の振興など，県

勢の発展と県民生活の向上に努めてきたところです。 

しかしながら，自治体の消滅が懸念されるほどの急激な人口減少や超高齢化，それに

伴う労働力不足や経済成長の鈍化，さらには，社会保障制度の持続性の危機などが現実

のものとなってきているほか，グローバル化の進展，資源・エネルギーの制約，情報通

信技術の劇的な進歩，生活の安全と安心を求める意識の高まりなど，本県を取り巻く社

会経済情勢は大きな転換期に差し掛かっています。 

このような時代の潮流や課題に的確に対応し，県民の皆さんと未来のいばらきをとも

に創るため，平成28年度からの県政運営の指針となる茨城県総合計画「いばらき未来共

創プラン」を策定しました。 

 

 

２ 計画の構成と期間  

総合計画は，『基本構想』，『基本計画』，『重点プロジェクト』の３部構成とし,

次のような内容となっています。 

部 章 内 容 期 間 

【第１部】 

 

 

基本構想 

時代の潮流と茨城の 

特性等 

・時代の潮流 

平成62年頃 

（2050年頃） 

を展望 

・茨城の特性 

・これまでの取組 

いばらきの目指す姿 

・基本理念 

・県民の求める『いばらき』 

・目標と将来像 

・人口・経済の展望 

計画推進の基本姿勢 
・計画を適切に推進するための

基本的な姿勢 

【第２部】 

 

基本計画 

政策展開の基本方向 
・３つの目標のもと，着実に推

進すべき施策や取組の体系 
平成28～32年度 

(2016～2020) 

の５年間 

地域づくりの基本方向 
・地域ごとに重点的に取り組む

べき地域づくりの基本方向 

【第３部】  重点プロジェクト  
・重点的，分野横断的に推進す

べき施策群 
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